
第２節 普通乗車券の発売 

（普通乗車券の発売） 

第27条 普通乗車券は、次の各号によって発売する。 

（１）片道乗車券 

旅客が、普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道１回乗車（以下 

「片道乗車」という。）する場合に発売する。但し、その経路が折返しと 

なる場合又は環状線を１周し更にこれを越える場合を除く。 

（２）往復乗車券 

旅客が、往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復１回乗車 

（以下「往復乗車」という。）する場合に発売する。但し、往路と復路の 

区間又は経路が異なるものを除く。 

（学生割引普通乗車券の発売） 

第28条 学校取扱規程第２条に規定する学校（以下「指定学校」という。）の 

学生又は生徒が片道100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、第29 

条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証又は放送大学学生旅客運賃割引 

証（以下「学割証」という。）を提出したときは、その学割証１枚について 

１人１回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。 

（備考）指定学校の定義（学校取扱規程第２条） 

（１） 学校教育法第１条に規定する学校 

（通信教育部は社の指定を受けた学校に限る） 

（２） 前号以外の国公立の学校で社の指定したもの 

（３） 学校教育法第124条及び第134条に規定する私立学校で社の指定したもの 

（４） 外国の大学、大学院又は短期大学の日本校のうち、学校教育法施行規則 

（昭和22年文部省令第11号）第155条第１項第４号、第155条第２項第５号又 

は第156条第３号の規定により、我が国において、外国の大学、大学院又は 

短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づ 

けられた教育施設として文部科学大臣が指定したものであって、当社の指定 

を受けた学校 

 

 



（学割証） 

第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によって割引普通乗車券を購 

入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別 

又は指定番号・部科及び学年（又は年次）、学生証、生徒証、または児童証 

等（以下「証明書」という。）の番号・使用者の氏名及び年令・有効期限 

（通信による教育を行う学校にあっては、有効期間）・発行年月日・学校所 

在地（通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場の所在 

地を含む。）・学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対し 

て契印の押された学割証の交付を受け、それに乗車区間を記入して提出する 

ものとする。 

２ 学割証の様式は、次のとおりとする。 

一般学校用 

 

備考（１）この割引証は、緑色刷りとする。 

（２）この様式は、必要に応じ、変更することがある。 

 

 

 



通信教育学校用 

 

備考（１）この割引証は、緑色刷りとする。 

（２）この様式は、必要に応じ、変更することがある。 

放送大学用 

 

備考（１）この割引証は、紺色刷りとする。 

（２）この様式は、必要に応じ、変更することがある。 



３ 学割証の有効期間は、一般学校用のものにあっては発行の日から３か月 

間、通信教育学校用のものにあっては面接授業又は試験期間の初日の10日前 

から終了日の５日後までの期間、放送大学用のものにあっては発行の日から 

１か月間とする。但し、一般学校用のもので、学校取扱規程第11条第５項か 

ら第７項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、 

その期間内の日を乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。 

（被救護者割引普通乗車券の発売） 

第30条 指定救護施設に保護又は救護される者（以下「被救護者」という。） 

が旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出した 

ときは、その旅客運賃割引証１枚について１人１回に限り、片道又は往復の 

割引普通乗車券を発売する。 

２ 被救護者が老幼・虚弱もしくは障害のため又は逃亡のおそれがあるため、 

被救護者に付添人を付ける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の 

区間の乗車券を購入するときは、被救護者１人について付添人１人を限っ 

て、前項の規定を準用する。 

３ 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被 

救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであっても、付添人に対して往 

復乗車券を発売することがある。 

（被救護者割引証） 

第31条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合 

は、その在籍する指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車

日・乗車区間・乗車行程・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年令・付添人

を必要とするときは付添人の氏名及び年令・有効期限・発行年月日・施設の 

所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の 

押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。 

 

 

 

 

 



２ 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。 

 

３ 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から１か月間とする。 

（乗継割引普通乗車券の発売） 

第32条 旅客が別に定める区間を乗り継いで乗車する場合は、乗継割引普通 

乗車券を発売する。 

（注）本条の区間は連絡運輸取扱要項に定める。 

（臨時特殊割引普通乗車券の発売） 

第33条 社が特に必要と認める場合は、旅行目的・割引を受ける者の資格・ 

割引区間・割引証票等を特定し、又は季節により旅行目的地を特定して割引 

普通乗車券を発売することがある。 

２ 前項の規定によって割引普通乗車券を発売する場合は、旅客が特定される 

ものを除いて、発売駅・発売区間・発売期間等を、そのつど関係の駅に掲示 

する。 


